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第
９
回 

市
展
「
い
が
」
作
品
募
集

    

～
た
く
さ
ん
の
作
品
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
～

◆ 

と　
き

　

10
月
23
日
㈬
～
27
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
７
時

 

※
27
日
は
午
後
４
時
ま
で
。

　

 

入
場
は
30
分
前
ま
で
。

◆ 

と
こ
ろ

　
ハ
イ
ト
ピ
ア
伊
賀　
５
階

【
展
示
作
品
】

　

公
募
作
品
の
う
ち
、
審
査
の
結

果
、
入
賞
・
入
選
し
た
作
品
・
無
鑑

査
の
作
品
な
ど

【
公
募
出
品
者
資
格
】

　

平
成
10
年
（
１
９
９
８
年
）
４

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
、
市
内

在
住
・
在
勤
・
在
学
・
出
身
の
人

【
公
募
出
品
規
定
】

①
出
品
点
数
は
、
１
部
門
に
つ
き

　
１
人
１
点

②
自
己
の
制
作
し
た
未
発
表
の
作
品

　
に
限
る
。

③
ほ
か
の
公
募
展
に
入
賞
・
入
選

　

し
た
作
品
お
よ
び
新
聞
・
雑
誌

　

な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
な
ど

　
は
、
発
表
作
品
と
み
な
し
ま
す
。

※
グ
ル
ー
プ
展
・
個
展
の
出
展
作

　
品
は
未
発
表
と
み
な
し
ま
す
。

■
公
募
作
品
規
定

▼
絵
画
部
門

①
平
面
作
品
で
、
20
号
（

72.7
㎝
×
50
㎝
）　

　
～
１
０
０
号
（
１
６
２
㎝
×
１
６
２
㎝
）

　
ま
で
の
も
の

②
原
則
と
し
て
額
装
と
す
る
。

③
日
本
画
・
油
彩
画
は
、
ガ
ラ
ス
・
ア
ク
リ

　

ル
付
額
縁
で
の
出
品
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
（
水
彩
画
・
版
画
な
ど
を
除
く
。）

▼
彫
塑
工
芸
部
門

①
立
体
作
品
は
手
動
可
能
で
、
幅
1.5
ｍ
×

　
奥
行
1.5
ｍ
×
高
さ
２
ｍ
以
内
の
も
の

②
平
面
作
品
は
縦
1.5
ｍ
×
横
1.5
ｍ
以
内
の

　
も
の

▼
写
真
部
門

①
半
切
（
32
㎝
×
41
㎝
）
以
上
全
倍
（
70

　
㎝
×
１
１
０
㎝
）
ま
で
の
作
品　

②
組
写
真
は
全
４
倍
（
１
４
０
㎝
×

　
１
１
０
㎝
）
に
収
め
る
こ
と

③
デ
ジ
タ
ル
写
真
は
Ａ
３
以
上
全
倍
（
70

　
㎝
×
１
１
０
㎝
）
ま
で

④
パ
ネ
ル
張
り
ま
た
は
額
装
と
す
る
。（
ガ

ラ
ス
・
ア
ク
リ

ル
付
額
縁
、
裏

打
ち
の
な
い
も

の
は
出
品
で
き

ま
せ
ん
。）

▼
書
道
部
門

≪

大
き
さ≫

①
額
・
枠
張
り
な
ど
は
外
形
２
０
０
㎝
×

　

２
０
０
㎝
以
内
。
本
紙
寸
法
は
、
全
紙

　
（
１
３
７㎝
×
70
㎝
）
の
２
分
の
１
（
半
切
な

　
ど
）
以
上

②
仮
名
や
小
字
の
額
装
は
全
懐
紙
以
上
。

　

帖
や
巻
子
は
縦
35
㎝
以
内
×
横
２
０
０

　
㎝
以
上
４
０
０
㎝
以
内

③
篆
刻
は
39
㎝
×
30
㎝
以
内

≪

体　
裁≫

①
表
装
し
、
額
・
枠
張
り
・
帖
・
巻
子
仕

　
立
て
と
す
る
。

②
ガ
ラ
ス
・
ア
ク
リ
ル
付
額
縁
は
使
用
で

　
き
ま
せ
ん
。（
た
だ
し
、
篆て

ん
こ
く刻

を
除
く
。）

≪

そ
の
他≫

　

所
定
の
用
紙
（
コ
ピ
ー
不
可
）
で
釈
文
を

添
付

■
作
品
の
搬
入

　

出
品
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

受
付
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
作
品
に
は
出
品
票
を
貼
付

【
と　
き
】　
10
月
15
日
㈫

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
午
後
８
時

【
と
こ
ろ
】　
ハ
イ
ト
ピ
ア
伊
賀　
５
階

■
審
査
会

　
公
開
審
査
を
実
施
し
ま
す
。
自
由
に
審
査

を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

【
と　
き
】　
10
月
16
日
㈬　
午
後
１
時
～

【
と
こ
ろ
】　
ハ
イ
ト
ピ
ア
伊
賀　
５
階

■
表　
彰

　
審
査
の
結
果
、優
秀
な
作
品
に
は
、市
長
賞・

議
長
賞・教
育
委
員
会
賞・岡
田
文
化
財
団
賞・

奨
励
賞
・
上
野
商
工
会
議
所
会
頭
賞
・
伊
賀

市
商
工
会
長
賞
が
贈
ら
れ
ま
す
。

■
そ
の
他

①
必
ず
募
集
要
項
で
詳
細
を
ご
確
認
の
上
、

　
出
品
し
て
く
だ
さ
い
。

②
募
集
要
項
・
出
品
申
込
書
（
釈
文
用
紙
）

　

は
、
６
月
14
日
㈮
か
ら
、
次
の
場
所
に

　
設
置
し
ま
す
。

　
○
企
画
課
（
上
野
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
２
階
）

　
○
本
庁
舎
玄
関
受
付

　
○
各
支
所
振
興
課

　

○
各
公
民
館
（
中
央
・
い
が
ま
ち
・
島
ヶ

　
　
原
・
阿
山
・
大
山
田
・
青
山
）

　
○
上
野
図
書
館

　
○
伊
賀
市
文
化
会
館

　
○
ふ
る
さ
と
会
館
い
が

　
○
あ
や
ま
文
化
セ
ン
タ
ー

　
○
青
山
ホ
ー
ル

【
問
い
合
わ
せ
】　
企
画
課

　
☎
22
・
９
６
２
１　
ＦＡＸ
22
・
９
６
２
８
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■
納
期
限

　

普
通
徴
収
の
場
合
は
年
4
回
で
、

6
月
・
8
月
・
10
月
・
1
月
の
各
月

末
が
納
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の
場
合
は
翌
日

▼
公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し︵
特

　
別
徴
収
︶の
対
象
と
な
る
人
へ

　
4
月
1
日
現
在
、
65
歳
以
上
の
人

で
年
金
所
得
に
対
し
て
、
市
・
県
民

税
の
納
税
義
務
が
あ
る
人
は
、
公
的

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
に
よ
っ
て

徴
収
し
ま
す
。
徴
収
月
・
徴
収
税
額

は
、
下
表
の
と
お
り
で
す
。（
公
的

年
金
以
外
の
所
得
に
対
す
る
市
・
県

民
税
額
は
普
通
徴
収
ま
た
は
給
与
か

ら
の
引
き
落
と
し
と
な
り
ま
す
。）

※
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き

　

落
と
さ
れ
て
い
な
い
人
や
市
・

　

県
民
税
額
が
老
齢
基
礎
年
金
な

　

ど
の
額
を
超
え
る
人
は
対
象
と

　

な
り
ま
せ
ん
。

※
給
与
か
ら
の
引
き
落
と
し
に
よ
っ

　
て
徴
収
す
る
税
額
な
ど
に
つ
い
て

　

は
﹁
給
与
所
得
に
係
る
市
民
税
・

　
県
民
税
特
別
徴
収
税
額
の
決
定
通

　
知
書
﹂
を
事
業
所
へ
送
付
し
て
い

　
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　
課
税
課

　
☎
22
・
９
６
１
３　
ＦＡＸ  
22
・
９
６
１
８

年金から引き落とし（特別徴収）
2月

10,000 円
今年度の年税額の残りの 3分の 1

12月
10,000 円

10月
10,000 円

8月
10,000 円

前年度の 2月と同じ額

6月
10,000 円

4月
10,000 円

徴収月
税　額
徴収税額

市・県民税の納税通知書を郵送します平成
25年度

年金から引き落とし（特別徴収）
2月

10,000 円
6分の 1

12月
10,000 円
6分の 1

10月
10,000 円
6分の 1

納付書で納める（普通徴収）
8月

15,000 円
4分の 1

6月
15,000 円
4分の 1

徴収月
税　額
徴収税額

●今年度から特別徴収を開始する人

●前年度も特別徴収していた人

　市 ･ 県民税納税通知書を 6 月 13 日㈭に郵送します。金融機関のほか、コンビニエンスストアでも
納付できますのでご利用ください。

＜市・県民税の年税額が 6万円（年金所得のみ）の場合＞ コンビニ

◆ 

は
じ
め
に

　
～
自
治
基
本
条
例
を

も
っ
と
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
～

　
伊
賀
市
で
は
、
合
併
前
に
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
中
心

と
な
っ
て
新
市
建
設
計
画
が
策
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

計
画
に
は
﹁
市
民
が
主
役
と
な
り
地
域
の
個
性
が
生
き

た
自
治
の
形
成
﹂
な
ど
の
基
本
的
な
考
え
方
が
あ
り
、

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
、
合
併
直
後
の
平
成
16
年
12
月

に
﹁
伊
賀
市
自
治
基
本
条
例
﹂
を
制
定
し
ま
し
た
。

　
こ
の
条
例
は
、
自
治
の
し
く
み
や
市
政
に
お
け
る
基

本
的
な
事
項
を
定
め
て
い
ま
す
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
、
広
報
い
が
市
６
月
・
９
月
・
12
月
・
３
月
の
各
１

日
号
で
、
４
回
に
わ
た
っ
て
紹
介
し
ま
す
。

◆ 

制
定
の
背
景
～
﹁
２
０
２
５
年
問
題
﹂
～

　
か
つ
て
経
済
成
長
と
と
も
に
右
肩
上
が
り
だ
っ
た
人

口
が
、
合
併
当
時
か
ら
減
少
し
始
め
、
少
子
高
齢
化
が

進
む
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
特
に
﹁
団
塊
の

世
代
﹂
が
75
歳
以
上
と
な
る
２
０
２
５
年
に
は
、
３
人

に
１
人
が
高
齢
者
と
な
り
、
社
会
保
障
費
な
ど
の
増
大

に
対
し
て
、
そ
れ
を
支
え
る
現
役
世
代
が
減
少
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
税
収
が
減
り
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
人

材
が
不
足
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
こ
う
し
た
社
会
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
市
民
・
議

会
・
行
政
の
間
で
自
治
の
た
め
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、

新
し
い
自
治
の
し
く
み
を
作
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

◆ 

制
定
の
意
義
～
条
例
が
め
ざ
し
て
い
る
も
の
～

　
こ
の
条
例
は
、
条
例
の
前
文
に
あ
る
﹁
自
分
た
ち
の

地
域
は
自
ら
治
め
て
い
こ
う
﹂
と
い
う
﹁
補
完
性
の
原

則
﹂
の
考
え
方
や
、﹁
住
民
自
治
﹂
の
実
現
を
め
ざ
し

た
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【問い合わせ】　企画課　☎ 22-9620　℻   22-9628

≪

次
回
の
内
容≫

　

次
回
は
９
月
１
日
号
で
す
。﹁
市
民
主
体
の
自
治
﹂

に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
わ
か
り
や
す
く
ご
紹
介

し
ま
す
。

自治基本条例コラム 第１回 伊賀市自治基本条例とは
伊賀市には「市民によるまちづくりのための条例」があります


